
 
令 和 5 年 1 1 月 3 0 日 

四 国 地 方 整 備 局 河 川 部 
 

川の守り人「河川協力団体」を募集します 

～川への「想い」をつなぎませんか～ 

 

本施策は、四国圏広域地方計画「No.5 地域の自立的・持続的発展に向けた「資国」産業

競争力強化プロジェクト」の取り組みに該当します。 

 

 

 

お 問 合 せ 先 
国土交通省 四国地方整備局 河川部 河川管理課 

河川管理課長   柳 忠和 （内線：3751） 

○河川管理課長補佐 佐藤 英人（内線：3755） 

直通：(087)-811-8320 

○：主たる問い合わせ先 

○「水防法及び河川法の一部を改正する法律」が平成 25 年 6 月 12 日に

改正され、この中で河川協力団体制度が創設されました。 

 今年度においても、国が管理する河川管理区間において河川協力団

体の募集を行いますので、お知らせします。 

 

○募集は、河川管理区間毎に、担当する河川事務所等が行いますので、

募集情報は【別紙-1】の各事務所のホームページでご確認ください。 

 

 

※「河川協力団体制度」とは 

河川の維持、河川環境の保全などの河川の管理につながる活動を自発的に行って

いる民間団体等を『河川協力団体』として法律上位置付け、河川管理者と河川

協力団体が充実したコミュニケーションを図り、互いの信頼関係を構築するこ

とで、河川管理のパートナーとしての活動を促進し、地域の実情に応じた河川

管理の充実を図ることを目的として制度化されました。 



【別紙－１】 
 

河川協力団体の募集を行う事務所一覧 

 

募集する 

河川管理区間 
事務所名 ホームページ URL 問い合わせ先 

吉野川水系 徳島河川国道事務所 
https://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/

report/info-r05/r051201/r051201.html 

河川管理課 

088-654-2211(代) 

那賀川水系 那賀川河川事務所 

https://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/p

ress-release/r5/r51130kasenkyouryokud

antaibosyu.pdf 

管理課 

0884-22-6461(代) 

物部川水系 

仁淀川水系 
高知河川国道事務所 

https://www.skr.mlit.go.jp/kochi/press

/r5/051130.pdf 

河川管理課 

088-833-0111(代) 

渡川水系 中村河川国道事務所 
https://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/p

ress.html 

河川管理課 

0880-34-7301(代) 

肱川水系 大洲河川国道事務所 
https://www.skr.mlit.go.jp/oozu/kisya

/r05.html 

河川管理課 

0893-24-5185(代) 

重信川水系 松山河川国道事務所 
https://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/p

res/pres2023/pres/231130.pdf 

河川管理課 

089-972-0034(代) 

土器川水系 香川河川国道事務所 
https://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/riv

er/kyouryoku/index.html 

工務第一課 

087-821-1561(代) 

 

 

 


















